
(その 1)

1 政治団体の名称大友夫3う子支才表会

(ふりカサ幻

.吉た゛毛務璽御陽茆弓内ユフル

3 代表者の氏名

おみZも ミうう、大力『)

収支報

事務担当者の氏名

ψ、口巨ゐ

脅雁竪

山ワ港

(電話)

(

/g30 -フクξO go

日から

日まで

党
:'、
10

0 2以上の都道府県の区域等

資

の

政治団体の区分

金

資金管理団体の指定の有無

ゞ髪みミ露f -フ、
,.フ.5'14

凡剖゛ー^

くミー葛、"

公職の種類

(令和

分口現職口候補者等区

資金管理団体
の届出をした
者の氏名

^

口政治資金規正法第18条の 2 第

1 項の規定による政治団体

田/その他の政 治 体

口その他の政治団体の支 邨

活動区域の区分

令和

令和

年

令和 6年分
月日開催分)

.

止.^
、^^

資金管理団体の指定の期間

同一の都道府県の区域内

令和

令和

口政治資金規正法第19条の7第1項第

1号に係る国会議員関係政治団体

口政治資金規正法第19条の7第1項第

2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者
の氏名

国会議員関係政治団体の区分

口現職口候補者等

公職の種類

分区

日から

日まで

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

4

党
部
体

支
団

(
・

政
政
政

ロ
ロ
ロ

月
月

年
年

有
無
口
V

月
月

年
年

者
名
任責
氏
計会
の



(その 2)
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資産等の総括表
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添付書類偶11添のとおり)

1 領収書等の写し

2 監査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)
、

3 政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)
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この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。
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1 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理
人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場、
合は、この限りでない。
2 政治団体の解散に伴う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任
者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人
の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を
講ずる場合は、この限りでない。
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